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察
朝
、
水
盛
避
諒
字
孜

-------- EE
-- 

盲
目
，
r

本

邦

衛

中
国
で
は
君
主
や
父
祖
の
生
前
の
名
を
尊
ぴ
、
こ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
も
、
文
字
に
書
く
こ
と
も
避
け
る
の
が
古
代
か
ら
の
公
的
慣
習
で

あ
り
、
こ
れ
を
「
避
諒

Z
E
E
－
」
と
称
し
、
「
避
詳
」
の
語
は
す
で
に
『
漢
書
』
「
劉
向
伝
」
に
「
避
語
呂
霊
」
と
見
え
る
。

そ
も
そ
も
「
誇
」
は
も
と
も
と
「
忌
み
嫌
う
」
意
味
で
『
康
照
字
典
』
も
こ
の
義
を
最
初
に
掲
げ
、
『
説
文
解
字
』
を
引
い
て
「
講
」
は
「
諒

也
」
と
し
、
つ
い
で
『
広
韻
』

た
だ
し
こ
の
『
説
文
解
字
』
の
解
義
は
鉱
本
の
記
載
の
移

の
「
避
也
」
、
『
玉
編
』
の
「
隠
也
」
を
掲
げ
る
。

転
で
、
「
段
注
」
は
鉱
本
の
記
述
を
「
在
誠
認
二
字
之
下
、
浅
人
妄
移
也
、
錯
本
厨
此
、
是
也
、而
忌
作
認
例
誤
、
諒
誠
也
、
忌
憎
悪
也
」
と

注
し
、
「
誇
忌
也
」
と
正
し
た
。
右
の
原
義
は
こ
れ
に
よ
る
。
『
広
韻
』
の
「
避
也
」
は
『
広
雅
』
の
「
議
避
也
」
（
釈
古
三
）
に
通
じ
、
「
玉

編
』
の
「
隠
也
」
は
『
字
葉
』
の
「
講
隠
也
」
に
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
も
そ
れ
ぞ
れ
「
忌
む
」
かι
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
康
照
字
典
』
が
『
史
記
』
「
商
君
侍
」
の
「
華
陽
淫
陽
等
撃
断
無
詳
」
を
引
い
て
示
す
「
畏
れ
る
」
や
、
あ
る
い
は
『
礼
記
』
「
檀
弓
編
」



の
「
卒
突
而
議
」
に
よ
っ
て
教
え
る
「
死
者
や
鬼
神
の
名
を
避
け
る
」
と
い
う
意
味
の
用
法
も
そ
の
延
長
線
の
上
に
あ
る
。

中
国
で
「
詳
」
が
死
者
の
実
名
を
意
味
し
、
生
者
の
実
名
は
「
名
」
と
言
う
も
の
の
、死
後
に
は
「
誼
」
を
贈
り
、
「
誼
」
を
も
っ
て
死
者

を
呼
ぴ
、
生
前
の
「
名
」
は
「
誰
」
と
称
し
て
、
「
講
」
で
死
者
を
呼
ぶ
こ
と
を
偉
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、かな
り
古
代
に
遡
る
慣
習
ら
し

い
が
、
「
詳
」
の
こ
の
用
法
は
、
凡
そ
右
に
列
挙
し
た
意
味
が
総
合
さ
れ
た
結
果
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

陳
垣
氏
撰
『
史
詩
挙
例
』
は
、
「
避
誰
為
中
国
特
有
之
風
俗
、
其
俗
起
於
周
、
成
秦
、
盛
唐
宋
、
其
歴
史
垂
二
千
年
」
と
書
く
。
そ
し
て
、

遅
く
と
も
宋
代
に
は
、
公
的
社
会
で
皇
帝
や
孔
子
の
誇
を
避
け
て
用
い
な
い
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
唐
宋
代
に
盛
ん
と
な
っ

た
こ
の
慣
習
は

こ
れ
を
「
国
詳

m
c
c
F
E」
ま
た
は
「
公
誇
問
。
ロm
F巳
」
と
称
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
祖
先
や
一
族
の
長
の
講
を
、

そ
の
一
族
の
内
部
で
は
避
け
て
用
い
な
い
習
慣
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
後
世
「
家
詳
t
m
w
F
巳
」
ま
た
は
「
私
語
包
『
ロ
ご
な
ど

(1
) 

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

陳
垣
氏
の
説
で
は
、
避
詳
は
中
国
で
古
来
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
た
。

-232-

（
一
）
は
諜
字
に
対
し
て
同
義
異
字
を
用
い
る
方
法
で
、
同
氏
の
用
語
で
は
「
避
詳
改
字
」
と
称
す
る
。
（
二
）
は
誰
字
の
代
わ
り
に
「
某
」

ま
た
は
「
詳
」
と
書
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
文
字
の
あ
る
べ
き
場
所
を
ブ
ラ
ン
ク
と
す
る
も
の
で
、
同
氏
は
こ
れ
を
「
避
詳
空
字
」
と
い

う
。
（
三
）
は
諒
字
の
総
画
か
ら
一
画
も
し
く
は
そ
れ
以
上
を
省
く
方
法
で
、
同
氏
の
用
語
で
は
「
避
詳
鉄
筆
」
で
あ
る
。
陳
垣
氏
に
よ
る
と

（
一
）
は
秦
代
か
ら
行
わ
れ
（
二
）
の
習
慣
も
そ
の
事
例
は
古
く
漢
代
以
前
に
遡
る
。
こ
れ
に
対
し
て
（
三
）
は
唐
代
に
始
ま
り
、
貞
観
年

間
以
降
に
そ
の
多
く
の
例
を
見
る
と
さ
れ
る
。
陳
垣
氏
は
さ
ら
に
「
避
議
改
音
之
説
」
も
唐
代
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
言
及

し
、
こ
の
「
詳
字
を
こ
と
さ
ら
に
他
の
発
音
に
変
え
て
読
ん
だ
」
と
さ
れ
る
事
例
を
吟
味
し
て
、そ
こ
に
は
疑
わ
し
い
も
の
が
多
い
と
し
て

お
り
、
結
局
、
避
詳
の
習
慣
は
お
お
よ
そ
、
右
の

，，ー、、

一
一、、＿＿.／

、

（
三
）
の
三
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
議
字
を
異



な
る
発
音
や
声
調
に
変
え
て
読
む
避
詳
改
音
の
事
例
は
、
陳
垣
氏
の
否
定
的
吟
味
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
行
わ
れ
た
と
考
え
て
良
い
例
も
存

在
し
、
平
山
久
雄
氏
は
「
避
詩
改
音
之
説
」
が
唐
代
以
降
に
行
わ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
避
誇
改
音
の
習
慣
が
実
際
に
あ
っ
た
の
だ
と
断
定

(2
) 

さ
れ
て
い
る
。
私
も
こ
の
説
に
賛
成
で
あ
る
が
、
こ
の
第
四
の
方
法
は
、
右
の
三
つ
の
方
法
に
比
較
し
て
い
え
ば
、そ
の
事
例
が
数
に
お
い

て
大
い
に
劣
る
の
は
争
え
な
い
。

避
詳
の
慣
習
は
中
国
か
ら
漢
字
文
化
を
受
容
し
た
ベ
ト
ナ
ム
に
も
伝
播
し
、
と
く
に
繋

F
o
朝
後
半
か
ら
院

Z
m己
完
ロ
朝
に
か
け
て
、
避

語
を
厳
し
く
遵
守
す
る
こ
と
が
、
官
人
、

士
大
夫
、
読
書
入
社
会
に
お
い
て
強
制
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
は
中
国
と
同
様
に
「
避
誰
巴

古
辞
書
も
等
し
く
こ
の
語
を
載
せ
る
。
そ
れ
は
近
代
語
の
口
語
用
法
に
も
E
g
m
Z
口
町
巳
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
る
が
、
一
九
世
紀
ま
で

F
E
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
に
見
え
る
が
、
通
常
は
日
本
語
で
言
う
「
湯
桶
語
」
の
構
造
で
独
自
に
「
京
詳
E
g
m
F
E」
と
称
し
、

宇
崎
で
書
く
民
族
語
葉
を
俗
語
視
し
、
そ
の
文
字
た
る
字
晴
を
自
ら
俗
字
と
呼
ん
で
き
た
こ
の
国
の
社
会
で
、
こ
う
し
た
中
国
伝
来
の
慣
習

を

こ
の
よ
う
に
民
族
語
で
呼
ぴ
慣
わ
す
こ
と
は
、
避
講
の
慣
習
が
い
か
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

中
国
の
慣
習
を
受
容
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
の
避
詳
に
は
、

む
ろ
ん
陳
垣
氏
の
説
の
三
つ
の
方
法
の
全
て
が
含
ま
れ
る
が
、
さ
ら
に
避
諒
改
音

は
、
む
し
ろ
そ
の
慣
習
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
、
避
詳
改
音
に
起
源
す
る
越
南
漢
字
音

ω
E
O
1
5
2
5
5
2
0

の
個
別
的
な
変
容
が
、
そ

の
体
系
に
様
々
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
の
み
で
な
く

」
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に

」
の
四
つ
の
方
法
に
加
え
て

さ
ら
に
他
の

こ
の

国
独
自
の
避
詳
が
行
わ
れ
て
き
た
の
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
避
詳
の
実
例
を
全
体
に
言
え
ば
、
避
議
改
字
の
例
で
最
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
賓
」任
巳
を
避
け
て
「
官
疋
」
F
R

に
作



る
、
院
朝
（
一
八
八
二
i

一
九
四
五
）
初
期
以
降
の
慣
習
で
あ
り
、
大
南
帝
国
の
院
朝
が
中
国
の

『
皇
明
賓
録
』
や
『
大
清
賞
録
』
に
倣
っ

て
編
纂
し
た
、
ベ
ト
ナ
ム
近
世
史
の
根
本
資
料
と
さ
れ
て
い
る
、
皇
帝
一
代
毎
の
編
年
体
の
記
録
の
書
名
が
、
本
来
は
「
大
南
寅
録
』巴
包

z
m
B
吋
｝
百
円T
Hの
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
『
大
南
寒
録
』
巴
巴
Z
ω
日
吋
F
C《
リF
Z
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「
賓
」
吾
巳

を
「
寒
」
P
R

に
改
字
す
る
の
は
、

院
朝
の
第
二
代
皇
帝
聖
祖
の
皇
后
、
胡
出
。
氏
の
議
で
あ
る
「
貰
」
吋
『
巳
を
回
避
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
胡
氏
は
聖
祖
が
即
位
す
る
よ
り
は
る
か
に
以
前
の
嘉
隆
六
年
（
一
八

O
七
）
に
、
第
三
代
皇
帝
憲
祖
と
な
る
皇
子
雌
吋
ミg
を

生
ん
だ
直
後
に
十
七
歳
で
死
ん
で
い
る
が
、

『
大
南
｛
是
録
』
に
付
属
す
る
『
大
南
正
編
列
侍
」
匂
包zm
B
（U
E吾

E
g

ピ
2
H

，

2
3

ロ
「
二

集
」
に
は

こ
の
聖
祖
佐
天
仁
皇
后
の
名
が
す
で
に
「
上
従
ウ
下
従
貫
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
皇
后
は
、は
じ
め
福
国
公
胡
文
盃

問
。
〈
ω
ロ
回
巳
の
女
、
華
図
。
ω

で
あ
っ
た
が
、
院
朝
初
代
皇
帝
世
祖
が
後
の
聖
祖
と
な
る
、
当
時
、
事
実
上
す
で
に
皇
太
子
で
あ
っ
た
皇

子
岐
国
ぽ
ロ
に
功
臣
の
女
を
選
ん
で
配
す
る
に
当
た
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
名
を
改
め
て
「
嘉
名
」
を
賜
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
世
祖
高
皇
帝
与
順
天
皇
后
、
選
功
臣
之
女
聖
祖
仁
皇
帝
配
、
命
進
侍
潜
邸
、
后
淑
慎
賢
貞
克
尽
孝
敬
、
世
祖
深
嘉
之
錫
以
嘉
名
。
［
注
］

上
従
ウ
下
従
貫
、
初
世
祖
謂
日
、
妃
原
名
上
従
梓
下
従
十
、
特
以
芳
間
四
字
為
昌
若
、
上
従
ウ
下
従
貫
兼
有
福
菓
因
以
錫
名
」

そ
も
そ
も
、

こ
の
「
上
は
ウ
に
従
い
下
は
貫
に
従
う
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
「
寅
」
を
連
想
さ
せ
る
の
も
、
「
上
は
特
に
従
い
下
は
十
に

従
う
」
に
よ
っ
て
胡
氏
の
原
名
で
あ
る
「
華
」
を
記
す
こ
と
と
と
も
に
避
誇
の
一
例
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
世
祖
が
皇
子
の
妃
に
与
え

た
「
嘉
名
」
に
よ
っ
て
そ
の
死
後
、
院
朝
の
公
式
文
書
に
お
い
て
は
「
賓
」
字
は
す
べ
て
「
寒
」
で
書
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
事
実
、
合

計
四
四
一
巻
か
ら
成
る
院
朝
の
年
代
記
た
る
「
賓
録
」
の
、
そ
の
最
も
初
め
の
部
分
で
あ
る
「
前
編
」
十
二
巻
が
、
憲
祖
の
紹
治
四
年
（
一



に
上
梓
さ
れ
た
時
に
、
『
大
南
寅
録
』
は
す
で
に
『
大
南
寒
録
』
と
な
き
れ
た
。
し
か
し
、
否
定
」
は
『
広
韻
』
に
「
賓
」
と
は
異

な
る
反
切
で
示
き
れ
る
通
り
、
別
個
の
音
価
を
持
つ
文
字
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

八
四
四
）

」
の
避
詳
改
字
は
音
的
に
は
避
議
改
音
に
ま
で
踏
み
込

ん
だ
結
果
を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
実
際
に
は
「
賓
」
字
を
吾
R

で
読
む
こ
と
が
普
遍
的
に
な
っ
た
結
果
、
近
代
ベ
ト
ナ
ム
語
で
は
こ
の
文
字

を
含
む
漢
語
と
、
こ
の
漢
字
音
と
民
族
語
の
連
接
に
よ
る
語
葉
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
お
い
て
、
語
を
構
成
す
る
音
節
任
主
が
P
R

に
変
化

す
る
事
態
を
見
た
の
で
あ
る
。

即
ち
二
O
世
紀
に
入
っ
て
漢
字
を
廃
し
、
ロ
ー
マ
字
正
書
法
門
官
。
。
ロ
m
c

が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
リ
プ
ト
の
地
位
を
獲
得
す
る
に
及
ん
で
、

同
町
巳
ロ
m
E
O
B［
実
験
て
吾
巳
E
n

［
実
力
］
、
吾
川
岸
含
口
問
［
実
用
］
、
吾
忠
告
ヨ
ロ
［
実
権
］
、

E
g
F

巳
［
現
実
］
、F
S
F
F

巳
［
誠

実
］
、A
S

吾
巳
［
果
実
］
な
ど
の
漢
語
や
、
ロ
。
ごE
円
（
哨
実
）
、
岳
山
門
店（
実
嘱
）と
あ
る
べ
き
〈
湯
桶
〉
、
〈
重
箱
〉
構
造
の
語
葉
ま
で

が
、
す
べ
て
吾
宮
口
m
E
O
B

、

p
c
n
z
n
、
吾
宮
内
田
口
口
問
、
岳

R
A

ロ
ヨ
ロ
、E
B
P
R

、

p
m凶
巳
凶
仲
町
己
の
、
』

5
5
5

、

D
a
岳
民
、

F
5
5

と
綴
ら
れ
、
無
論
ま
た
文
字
の
変
革
以
前
よ
り
す
で
に
し
て
こ
れ
ら
の
語
葉
が
そ
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
事
実
を
将
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
例
に
漏
れ
る
語
葉
は
極
め
て
少
な
く
各
ω
ロ
吾
巳
［
真
実
］
、g

吾
巳
［
事
実
］
の
よ
う
な
例
を
今
日
の
辞
書
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

z
p

巳
も
一
九
五

0
年
代
か
ら
後
、
な
お
共
産
党
の
或
る
機
関
の
名
前
と
し
て
も
存
在
し
た
が
、
最
近
で
は
E
P
R

の
常
用
も
優
勢
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
封
建
王
朝
時
代
の
習
慣
が
社
会
主
義
時
代
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
そ
の
言
語
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
興
味
あ

(5
) 

が
、
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
す
で
に
小
文
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

る
事
実
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

避
詳
空
字
と
避
議
紋
筆
に
つ
い
て
も
ベ
ト
ナ
ム
に
は
多
く
の
事
例
が
あ
る
。
前
者
の
例
を
上
述
の
「
大
南
寒
録
』
に
求
め
る
な
ら
ば
、
「
大



南
｛
是
録
前
編
』
匂
包Z
ω
B
H

，

F
R
T
R

吋
目
。
ロ
巴g

巻
一
の
「
太
祖
嘉
裕
の
E
U
Z

皇
帝
｛
是
録
」
は
、
太
祖
の
父
を
「
考
肇
祖
靖
目
与

皇
帝
語
口
昼
一
国
公
長
子
」
と
記
し
、そ
の
詳
「
注
」
同C
B

を
ブ
ラ
ン
ク
と
し
て
い
る
事
な
ど
が
そ
の
適
例
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
虚
も
ま
た
「
澄
」
同
イE
M
m
た
る
べ
き
避
議
鉄
筆
の
例
に
違
わ
な
い
が
、

あ
ぎ
な

の
よ
う
に
固
有
名
詞
化
し
て
い
る
爵
号
や
「
字
」
に
つ
い
て
も
避
詳
を
行
い
、
ま
た
廟
号
の
一
部
分
を
な
す
「
宗
門
。
口
問
」
字
に
つ
い
て
も
、

」
の
『
寒
録
』
で
は
「
詳
」
の
み
な
ら
ず
、
こ

当
朝
の
廟
号
を
尊
ぶ
た
め
に

こ
の
字
を
回
避
し
て
鉄
筆
ま
た
は
改
字
と
す
る
。

院
朝
以
前
の
王
朝
の
皇
帝
の
廟
号
の
「
宗
ぢ
口
問
」
字
は

「
｛
昼
」
と
書
か
れ
、
ま
た
、

と
り
わ
け
前
朝
の
皇
帝
、
裕
宗
ロ
ロ
件
。
口
問
、
純
宗
同
，

F
c
g
g
ロ
問
、
誌
宗Jへ
件
。
ロ
聞
な
ど
の
「
宗
門
。
口
問
」
は
「
尊

円
。
ロ
」
と
書
か
れ
た
。
「
宗
」
を
「
尊
」
に
書
き
替
え
た
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
文
字
を
ぎ
ロ
閃
か
ら
ぢ
ロ
へ
読
み
替
え
た
こ
と
も
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
玩
朝
に
お
け
る
避
誇
鉄
筆
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
三
種
類
に
分
か
れ
る
。
『
大
南
寒
録
正
編
』
切
包
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z
m
B
同
，F
c
n
r
R
n
E
E
H
回
目g

「
第
一
一
一
紀
」
巻
四
に
は
、
異
な
る
六
つ
の
避
詳
の
方
法
を
箇
条
書
き
に
し
た
合
計
五
十
六
字
の
「
国
語
諸

尊
字
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
先
ず
つ
ぎ
の
よ
う
に
避
講
鉄
筆
の
条
例
が
三
箇
条
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

「
同
音
而
有
別
音
諸
字
、
均
臨
読
避
音
、
臨
文
省
画
、
人
名
地
名
、
不
冒
用
、

凡
二
十
七
字
」

「
音
近
而
非
係
同
音
諸
字
、
均
臨
読
伯
作
正
音
、
臨
文
聴
其
省
画
、
凡
七
字
」

「
臨
文
省
画
、
臨
読
避
音
、
人
名
地
名
、
不
冒
用
、

，ムー，

十
L一

ま
た
「
容
」
「
容
」
の
二
筆
を
省
画
す
る
紋
筆
の
文
字
二

(6
) 

十
七
字
を
掲
げ
る
が
、
条
文
に
言
う
よ
う
に
鉄
筆
を
強
い
る
と
と
も
に
読
む
に
当
た
っ
て
改
音
の
規
制
を
も
定
め
る
。
第
二
の
条
に
言
う
国

最
初
の
条
に
は
、
偏
芳
に
含
む
「
短
」
「
泉
」
「
庸
」
「
全
」
等
の
一
筆
を
歓
き
、



詳
の
七
文
字
は
全
て
偏
芳
が
「
宗
」
も
し
く
は
「
賓
」
か
ら
成
る
が
、

(7
) 

国
詳
諸
尊
字
の
音
と
読
み
誤
ら
ぬ
注
意
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
三
の
条
に
挙
げ
る
一
文
字
は
「
上
従
州
下
従
化
」
と
し
て
示
さ

」
れ
ら
の
一
筆
を
省
く
と
同
時
に
こ
の
国
詳
と
類
似
の
音
の
漢
字
を

れ
る
「
花
」
字
で
、
前
記
の
仁
皇
后
が
妃
と
な
る
前
の
名
で
あ
る
「
華
」
字
と
音
義
が
通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
議
尊
字
と
な
き
れ
た
と
見

る
べ
き
だ
が
、
省
画
と
同
時
に
音
読
に
臨
ん
で
そ
の
音
を
避
け
る
規
定
で
あ
る
。
「
避
音
」
は
単
純
に
考
え
れ
ば
改
音
を
意
味
す
る
が
、
あ
る

い
は
音
読
を
禁
じ
た
可
能
性
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
に
見
ら
れ
る
避
詳
鉄
筆
は
い
ず
れ
に
し
て
も
音
読
に
関
す
る
タ
ブ
ー
を
同
時
に
課

す
る
も
の
で
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
条
例
の
内
容
は
中
国
の
避
諒
の
慣
習
と
一
様
に
は
思
え
な
い
。

上
述
の
「
国
詳
諸
尊
字
」
か
ら
上
に
い
っ
た
三
十
五
字
を
除
く
二
十
一
字
は
、
ま
た
三
つ
の
場
合
に
分
類
き
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
で

あ
る
「
臨
文
加
以
頭
、
臨
読
避
音
、
人
名
地
名
、
不
冒
用
、

凡
二
字
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
二
文
字
は
、
他
な
ら
ぬ
先
に
挙
げ
た
「
寅
」

く
、
文
字
の
上
に
以
を
冠
す
る
規
定
で
あ
る
。
詩
字
の
頭
に
は
を
加
え
る
思
考
は
、
こ
の
後
で
話
題
に
す
る
避
誰
字
と
関
連
が
あ
る
。

と
「
華
」
で
、
『
大
南
寒
録
」
で
は
前
者
が
「
｛
是
」
に
改
め
ら
れ
、
後
者
は
鉄
筆
字
と
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
と
も
に
改
字
と
鉄
筆
で
は
な

そ
グ〉

他
の
二
つ
の
場
合
の
一
つ
は
、
「
臨
文
改
用
、
臨
読
避
音
、
人
名
地
名
、
不
冒
用
、

凡
三
字
」
と
さ
れ
、
同
書
は
こ
れ
ら
の
文
字
を
「
左
従
日

中
方
右
従
忽
」
、
「
上
従
日
左
従
一
同
右
従
虫
」
、
「
上
従
ウ
下
従
示
」
と
書
く
。
ヰ
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
三
字
は
は
そ
れ
ぞ
れ
「
雌
」
「
晶
」

「
宗
」
で
あ
っ
て
、
「
雌
」
は
前
記
の
知
く
憲
祖
紹
治
帝
の
詳
で
あ
り
、
「
晶
」
は
そ
の
又
詳
、
「
宗
」
字
の
鉄
筆
の
理
由
に
つ
い
て
は
す
で
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
最
後
の
条
文
「
同
音
諸
字
、
臨
文
各
随
文
義
改
用
、
臨
読
避
音
、
人
名
地
名
、
不
冒
用
、
凡
二
十
一
字
」
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
二
十
一
字
に
つ
い
て
は
避
議
改
字
と
と
も
に
避
詩
改
音
が
強
制
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
文
字
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず

「
同
音
」
の
諸
文
字
に
つ
い
て
も
規
制
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
厳
し
い
権
力
行
使
が
窺
わ
れ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
各
条
に
言
う

「
臨
読
避
音
」
に
は
、必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
避
誰
改
音
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
「
音
」



に
つ
い
て
の
規
制
を
定
め
た
も
の
で
、
思
想
と
し
て
は
避
講
改
音
に
類
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(9
) 

ベ
ト
ナ
ム
の
漢
晴
院
の
呉
徳
寿
Z
向
。
己
完
同
，
F
。
教
授
は
「
陳
朝
避
詳
初
探
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
「
大
越
史
記
全
書
」
の
記
事
に

よ
る
と
同
時
に
李
朝
以
後
の
碑
文
を
調
査
し
た
結
果
に
よ
っ
て

こ
の
国
に
お
け
る
避
議
は
陳
朝
（
一
二
二
五
l

一
四
O
O
）
に
始
ま
り
、

陳
朝
で
は
天
応
政
平
元
年
（
一
二
三
二
）
以
降
、

五
次
に
亘
っ
て
避
詳
の
令
が
公
布
さ
れ
、
合
計
二
十
八
文
字
が
避
詳
に
該
当
す
る
文
字
と

し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
し
、
そ
の
方
法
に
は
改
字
、
故
筆
と
と
も
に
改
音
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
音
の
側
面
に
重
点
を

置
く
避
詳
の
思
考
が
、
結
果
的
に
越
南
漢
字
音
の
体
系
に
逸
脱
す
る
個
別
的
な
字
音
を
生
む
と
同
時
に
、
前
述
の
「
賓

p
m伊
丹
」
と
同
様
に
、

時
に
常
用
語
の
変
容
に
及
ぶ
事
例
す
ら
残
し
た
こ
と
は
極
め
て
興
味
あ
る
事
実
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
避
議
そ
の
も
の
の
研
究
を
含
め
て

こ
れ
ま
で
こ
の
方
面
の
研
究
は
極
め
て
少
な
い
が
、
本
来
中
国
語
の
中
古
音
〉R
－o
E
n
E
5
お
に
対
応
す
る
越
南
漢
字
音
体
系
に
お
け
る

個
別
の
例
外
的
漢
字
音
の
中
に
、
避
誰
改
音
の
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
は
中
国
と
異
な
る
。

避
詳
改
音
に
由
来
す
る
漢
字
の
読
み
の
変
化
は
、
語
葉
の
変
容
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
が
後
世
の
近
代
語
葉
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
及
ぼ
し
た
特
徴
的
な
一
例
は
、

の
議
「
時
」
門
町
一
を
避
け
た
「
時
」
門
医
の
吾
巳
へ
の
読
み
替

（
日
）

え
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
語
の
漢
語
と
混
乱
を
来
た
さ
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
通
行
の
越
英
辞
典
か
ら
英
語
の
語
釈
を
借
り
て
こ
れ
を
示
す

玩
朝
第
四
代
翼
宗
（
一
八
四
七
1

八
一
二
）

な
ら
ば現

代
語
の
吾
。
－Z
5

（o
u
E
o
s－。
）
、
同
町
。
－

E
2

（H
t
g
o
g
z
o
）
、
任
。
－22

（
日ω
芹
S

片
山
。
ロ
）
、
任
。
目
。
。
（

H

名

3
2
z
E
3可
）
、

任
。
一
位ω
ロ
（
H
Z
5
0
）
、
同
『
。
山
内
同

ω
自
（
H
8
5
5
0

ロ
件
。
ロ
2

吋
R
E
g
v
g
Z

）
、
任
。
目
立mw門
（
日
当g
任
。
吋
）
、
z
g
p
a

（H
古
円
。
〈
宮
山
。
ロ

ω
y

向
丘
E
Z
ユ
ヨ
）
、g
S
F

巳
（
H

望
。
〈
一
色
。
ロ

ω
己
、
白σ
ロ
間
同
町
巳
（
H
m
洋
門
町
。g
B

。

z
s
o
）
な
ど
吾
巳
を
含
む
双
音
節
詞
の
全
て
が
、
本
来

の
E
Z
5

［
時
病
］
、
匹
目
立
2

［
時
表
可
E
2

。
。
［
時
局
］
、
岳
山
《
リ
。
［
時
機
］
、

E

包
g

［
時
間
可
E
E
B

［
時
談
］
、Et
z



［
時
節
］
、E
5
5

日
［
臨
時
］
、gB
E

［
暫
時
］
、a
g
m
任
日
［
同
時
］で
あ
る
べ
き
語
が
、
任
問
を
避
け
て
吾
包
に
読
み
替
え
る
慣
習
に

よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
現
代
語
で
は
こ
れ
ら
のp
a

を
再
び
件
庄
に
換
置
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
吾
巳
が
翼
宗
の
詳
を
避
け
る
改

音
で
あ
る
こ
と
は

院
朝
政
権
の
成
立
前
後
ま
た
は
院
朝
初

期
に
成
立
し
た
二
本
の
安
羅
辞
典
、
ピ
ニ
ョ
！
と
夕
べl
ル
の
辞
典
が
F
♀
を
見
出
し
音
節
と
し
て
全
く
記
載
せ
ず
、
翼
宗
没
後
に
出
版
き

一
九
世
紀
以
前
に
宣
教
師
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
大
部
の
辞
書
三
点
の
中
で
、

れ
た
ジ
ェ
ニ
ブ
レ
ル
の
安
仏
辞
典
が
、
吾
｛
［
時
］
に
対
し
てp
a

［
時
］
を
別
見
出
し
と
し
て
掲
げ
、
こ
れ
を
斤
庄
の
包
－
。
℃
｝

5
5

と
解
説

（
日
）

す
る
か
の
よ
う
な
記
述
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

四

以
上
の
四
つ
の
避
詳
例
に
含
ま
れ
ぬ
ベ
ト
ナ
ム
の
避
詳
は
、
漢
字
を
構
成
す
る
要
素
の
配
置
を
転
換
し
て
、文
字
の
形
を
改
め
る
と
も
い

-239-

う
べ
き
例
で
、
そ
れ
ら
の
文
字
は
、
敢
え
て
言
え
ば
漢
字
の
常
識
を
逸
脱
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
具
体
例
の
一
つ
は
繋
朝
（
一
四
二
八
1

一
七
八
九
）
後
半
期
に
出
版
さ
れ
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
、
道
教
の
経
典
『
高
上
玉
皇
本

行
集
経
（
いg

吾
ロ
。
ロm
z
m。
円
リ
｝
5
何
百
m
g
ロ
｝
戸
山
岳g
℃
｝
内
山
口
『
』
巻
中
に
見
ら
れ
る
、
繋
朝
の
創
立
者
で
あ
る
太
祖
繋
利

C
F

巳
の
兄
の
詳

ハ
ノ
イ
大
学
の
院
才
謹
Z
m
C
M
話
口
吋
包
わ
ω
ロ
教
授
が
そ
の
研
究
に
挙
げ
る
避
詳
文
字
の
中
に
見
え
る
。

「
噴
同
g
g
m
」
を
避
け
た
「
財
」
で

こ
の
よ
う
な
文
字
の
作
り
変
え
は
、
他
に
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
実
は
こ
れ
は
本
来
は
そ
の
上
部
に
「
州
」
を
付
加
す
べ
き

を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

同
書
に
は
太
祖
の
詳
「
利
」
を
避
け
た
「
挨
」
、
第
二
代
皇
帝
、
太
宗
繋
龍
F
o
F
g
m
の
誇
を
避
け
た
「
齢
」
が
見
ら
れ
る
が
、
」
の
よ

う
に
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
の
左
右
を
入
れ
替
え
る
と
同
時
に
、
上
部
に
「
州
」
を
付
加
す
る
の
が
、この
避
詳
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
式
の



左
…

右
…

起
源
は
先
に
あ
げ
た
『
大
南
寒
録
正
編
』
「
第
四
紀
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
左
従
高
右
従
虫
」
に
よ
っ
て
「
融
」

リ未
を
表
す
方
法
を
一
字
の
形
と
し
た
も
の
で
、
「
株
」
は
本
来
は
「
左
従
禾
右
従
リ
」
、
「
齢
」
も
「
左
従
育
右
従
属
」

で

こ
れ
を
二
行
に
分
け
て
書
い
た
避
詳
文
字
に
対
す
る
説
明
か
ら
、
上
部
に
あ
っ
た
「
左
」
「
右
」
の
文
字
を

省
略
し
て
一
文
字
の
形
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
旦
ハ
徳
寿
氏
が
紹
介
す
る
順
天
六
年
ご
四
三
三
）

に
建
て
ら
れ
た
駒
栄
朝
太
祖
の
陵
、
藍
山
永
陵
の
碑
文
に
含
ま
れ
る
五
文
字
の
避
詳
文
字
の
書
法
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
文
字

の
右
と
左
が
転
換
し
て
い
る
理
由
は
、
院
朝
の
「
寒
録
』
は
、
例
え
ば
「
左
従
一
雨
右
従
虫
」
を
上
か
ら
下
へ
一
行
で
書
く
の
に
対
し
て
、
繋

朝
で
は
文
中
の
避
詳
文
字
に
当
た
る
部
分
は
、
問
題
の
文
字
の
左
部
分
と
右
部
分
を
一
文
字
の
二
分
の
一
サ
イ
ズ
の
文
字
で
、
二
行
に
分
け

て
説
明
し
た
こ
と
に
よ
る
。
文
字
の
構
成
要
素
を
左
部
分
か
ら
説
く
の
は
漢
字
の
常
識
だ
が
、
漢
文
は
本
来
右
か
ら
左
に
書
く
か
ら
、
右
上

の
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
左
部
分
の
説
明
が
右
側
に
、
右
部
分
の
説
明
が
左
側
に
置
か
れ
、そ
の
全
体
か
ら
「
左
」
「
右
」
の
文
字
を
取
り
去

っ
た
結
果
と
し
て
、
「
刷
」
を
上
部
に
付
加
し
て
左
右
に
入
れ
替
え
た
独
特
の
文
字
が
避
講
字
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
馴
」

は
其
の
下
に
左
右
の
偏
芳
が
反
転
し
て
逆
に
な
っ
た
文
字
が
避
詩
文
字
で
あ
る
こ
と
を
示
す
Z
問
。
唱
ω
℃
『
の
役
目
を
果
た
す
と
同
時
に
、

「
上
肌A
下
肌
B

」
方
式
の
文
字
に
も
つ
け
ら
れ
る
「
改
音
せ
よ
」
と
言
う
意
味
の
マl
ク
で
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

前
述
の
院
朝
に
お
け
る
「
賓
」
と
「
華
」
に
「
は
」
を
冠
す
べ
き
規
定
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
「
以
」

は
「
州
」
の
筆
数
を
省
略
し
た
「
は
」
か
ら
さ
ら
に
一
筆
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
「
噴
」

の
避
詩
文
字
「
財
」
は
漢
字
の
構
成
要
素
を
た
だ
単
に
左
部
分
と
右
部
分
だ
け
で
は
説
明
し
に
く
い
形
に
な
っ
た
た
め
に
「
似
」
を
文
字
の

冠
と
し
て
残
す
字
形
に
な
ら
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。



五

こ
の
よ
う
に
「
馴
」
を
上
部
に
冠
し
て
文
字
の
要
素
の
左
右
を
入
れ
替
え
た
独
特
の
避
議
字
は
、一五
世
紀
半
ば
に
、
中
国
の
明
代
の
崖

佑
心
ロ
ペ
。
ロ
の
『
前
刀
灯
新
話
』
の
影
響
を
深
く
受
け
た
玩
瑛
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
漢
字
に
よ
る
文
言
の
短
編
小
説
集
「
侍
奇
漫
録
』
吋

2
3

ロ

開
山
、
宮ωロ
T
R

四
巻
の
刊
本
の
一
つ
の
百
四
十
五
か
所
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
十
二
文
字
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
当
該
刊
本
は
『
奮
編
停
奇
漫
録
』

と
題
す
る
永
盛
5
5

吋
E
5

八
年
（
一
七
一
二
）
刊
の
木
活
字
本
で
、
避
詩
文
字
は
「
挨
」
、
「
銭
」
、
「
総
」
、
「
惨
」
、
「
鰭
」
、
「
償
」
、
「
鍛
」
、

「
綜
」
、
「
総
」
、
「
獄
」
、
「
餓
」
、
「
鍛
」
で
あ
る
。

除
い
た
八
字
は

」
れ
ら
の
文
字
がい

ず
れ
に
し
て
も
繋
朝
の
皇
帝
も
し
く
は
そ
の
血
縁
者
の
誰
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。
左
に
そ
れ
を
一
覧
す
れ
ば
、

「
株
」

「
総
」

「
惨
」

「
鎗
一
」

「
鍛
」

「
雑
」

「
縁
」

い
か
な
る
人
物
の
詳
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
か
の
特
定
は
、
そ
れ
程
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
う
ち
の
四
字
を

「
利
」
互

太
祖

利
F
o日
（
在
位
一
四
二
八i

「
除
」
門
店
繋
利
の
第
二
兄

除
吋
E

「
邦
」Z
認
三
代
仁
宗

「
誠
」F
S
F

五
代
聖
宗

邦
基
回
ω
口
問
（V。
（
一
四
四
二
1

五
九
）

思
誠
吋
，c
吋
｝
百
四
回
『
（
一
四
六
O
j
九
七
）

「
浬
」9
B

十
五
代
（
後
期
第
四
代
）
世
宗

ご
五
七
二
1

九
九
）

維
浬
ロ
ロ
可
匂ωB

「
新
」g
ロ

維
新
ロ
ミ
吋
自
（
一
五
五
九
i

一
六
一
九

十
六
代
（
後
期
第
五
代
）
敬
宗

「
砧
」F
E

十
八
代
（
後
期
第
七
代
）
真
宗

維
枯

ロ
ロ
山
、
出
C
C

（
一
六
四
一
一
一

i

四
九
）



「
償
」
に
は
多
少
疑
念
が
あ
る
が
、
真
宗
の
又
語
「
旋
」
府
と
音
を
共
通
に
す
る
文
字
を
避
け
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
文
字
は
多
く
は
察
朝
皇
帝
、
も
し
く
は
そ
の
皇
族
の
詳
で
あ
っ
て
、

こ
の
書
物
の
出
刊
年
代
、
永
盛
年
間
は
、
繋

朝
第
二
十
三
代
（
後
期
第
十
二
代
）
砧
宗
の
治
世
に
当
た
る
か
ら
、そ
れ
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

た
だ
し
「
録
」
、
「
獄
」
、
「
鱗
」
、
「
総
」

の
四
文
字
が
、
「
根
」g
口
、
「
検
」
宵
ぽ
B

、
「
松
」Z
口
問
、
「
柄
」
立
己
M

を
避
け
た
文
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の

文
字
は
い
ず
れ
も
、
繋
朝
帝
室
の
関
係
者
の
諒
に
対
す
る
避
詳
字
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

四
文
字
は
繋
朝
の
臣
で
繋
朝
後
期
（
一

五
二
九
i

一
七
八
八
）
に
朝
廷
の
実
権
を
握
り
、
そ
の
王
府
の
権
力
を
も
っ
て
、
後
の
ト
ン
キ
ン
地
方
一
体
で
あ
る
北
河
田m呂
田
ω

を
実
質

的
に
統
治
し
、
南
方
の
広
南

p
g
ロ
m
Z
ω
B
を
統
治
し
た
院

Z
mロ
ヨ
口
氏
と
対
立
し
た
鄭
吋
ユ
ロ
『
氏
の
統
領
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
♀

g

（
主
）

と
呼
ば
れ
る
封
建
領
主
の
初
代
、
二
代
、
五
代
と
、
お
よ
び
第
六
代
の
父
の
詳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
録
」

「
検
」w
－0
5

初
代
統
領

太
師
鄭
検

吋
江
口
町
同
一
命
日
（
生
没
一
五
O
三
1

七
O
）

答集

「
松
」g
口
問

二
代
統
領

平
安
王
鄭
松

同
イ
山
口FH
，

C

口
問
（
一
五
五0
1

一
六

「
隊
」

「
鍛
」

「
根
」n
g

五
代
統
領

定
南
王
鄭
根

吋
江
巳
ニ
U
ωロ
（
一
六
一
二
三1

一
七
O
九

「
柄
」
玄
己
凶六
代
統
領

南
都
王
鄭
桐

吋
江
巳
ニ
u
z。
ロ
問
（
一
六
八
六
1

一
七
二
九
）
の
父
、
鄭
柄
吋

~ 
ヒロ
ｧ-

「
大
越
史
記
全
書
』
に
よ
る
と
繋
朝
は
中
国
か
ら
独
立
し
て
中
国
式
民
族
王
朝
を
復
活
し
た
一
四
二
八
年
を
第
一
次
と
し
て
、
多
く
の
次

数
に
わ
た
っ
て
避
詳
の
令
を
下
し
国
詳
を
定
め
て
い
る
が
、
鄭
氏
の
統
領
の
議
が
国
語
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
鄭
氏
王
府
の



統
制
が
特
定
の
印
刷
と
出
版
の
社
会
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
侍
奇
漫
録
』の
刊
本
の
原
刻
は
、
二
種
類
し
か
な
い
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
二
種
と
も
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査

で
は
双
方
と
も
に
本
国
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
見
掛
け
た
こ
と
が
な
い
が
、
上
述
の
永
盛
八
年
（
一
七
二
一
）
刊
木
活
字
本
『
奮
編
侍
奇
漫
録
』

の
他
の
一
本
は
永
盛
十
年
（
一
七
一
四
）
刊
の
『
新
編
侍
奇
漫
録
』
と
題
す
る
板
本
で
、
」
の
板
本
が
前
記
の
『
奮
編
侍
奇
漫
録
』
に
対
し

て
最
も
異
な
っ
て
い
る
特
徴
の
一
つ
は
、
上
に
あ
げ
た
特
異
な
避
議
字
を
一
切
用
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
僅
か
二
年
を
隔
て
た
の
み
で

刊
行
さ
れ
た
同
一
の
文
学
作
品
に
お
け
る
文
字
使
用
に

こ
の
様
な
違
い
が
あ
る
の
は
極
め
て
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の

様
に
解
釈
す
る
か
が
本
論
の
結
論
で
あ
る
。

「
奮
編
侍
奇
漫
録
』
と
『
新
編
侍
奇
漫
録
』
は
前
者
が
木
活
字
本
で
後
者
が
板
本
と
言
う
違
い
が
あ
る
が
、
共
に
首
都
河
内
出ω
Z
巳
の

東
方
約
四
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
海
陽
白
色
ロ
ロ
。
ロ
m

市
の
郊
外
の
、
察
朝
か
ら
玩
朝
に
か
け
て
印
刷
、
出
版
の
ギ
ル
ド
の
村
と
し
て

知
ら
れ
た
二
つ
の
村
で
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
紅
夢
出
。
ロm
E
g
、
後
者
が
柳
瞳
ピ
2

吋
E

口
問
と
称
す
る
「
杜
」u
g

の
レ
ベ
ル
の

村
で
印
刷
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
書
物
の
扉
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
両
村
は
共
に
嘉
禄
のS
F
R

県
に
属
し
、
互
い
に
数
キ
ロ
の

距
離
で
隣
接
す
る
村
で
あ
る
が
、
近
世
ベ
ト
ナ
ム
で
出
版
社
や
印
刷
業
が
集
中
し
た
、
後
に
河
内
と
な
る
昇
隆
円
。
ロ
間
同
，

F
m口
問
、
南
定Z
ω
B

ロ
－
己
戸
、
順
化
同
，
F
S
一
一
口
出
。
ω

（
フ
エ
国c
o
）
等
の
書
坊
は
競
っ
て
こ
の
両
村
の
刻
工
を
雇
用
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
紅

参
同
。
口
開
口2

は
、
第
四
代
翼
宗
の
詳
、
洪
任
回
。
ロm
Z
E
O
B
の
一
字
の
音
を
避
け
て
青
柳
吋
宮
山
巳
ニ
、
－
2

の
村
名
に
変
り
、
両
村
は
「
二

（
日
）

柳
」
と
合
称
さ
れ
て
ほ
ぽ
一
つ
の
ギ
ル
ド
の
村
の
観
を
呈
す
る
が
、
上
記
の
文
学
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
印
刷
法
で
印
刷
さ
れ
た
一
八
世

紀
初
頭
に
は
、
恐
ら
く
紅
琴
出
。
口
間
口
2

の
み
に
鄭
氏
の
権
力
統
制
が
及
ん
で
い
た
か
、
あ
る
い
は
紅
萎
の
刻
工
集
団
が
、
何
等
か
の
理
由

で
鄭
氏
政
権
に
接
近
し
て
い
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。



き
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
文
学
作
品
は
、

フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
の
エ
ミ
l

ル
・
ガ
ス
バ
ル
ド
ン
何
日
山
町
一

（
口
）

ベ
ト
ナ
ム
文
献
に
関
す
る
大
部
の
書
誌
学
的
研
究
の
中
で
、
景
興
二
十
四
年
刊
の
「
新
編

。
g

℃
釦
吋
己
。
ロ
教
授
が
一
九
三
四
年
に
発
表
し
た
、

侍
奇
漫
録
』
の
存
在
を
紹
介
さ
れ
て
か
ら
こ
の
版
が
現
存
す
る
最
も
古
い
刊
本
と
思
わ
れ
て
き
た
が
、
岡
本
は
そ
の
序
で
「
院
碧
Z
mロ
ヨ
ロ

回
目
♀
家
の
家
刻
本
を
重
刊
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
し
か
も
詳
細
に
そ
の
印
刷
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
永
盛
十
年
刊
の
「
新

編
侍
奇
漫
録
』
の
か
ぶ
せ
彫
り
重
刊
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
そ
こ
に
い
う
玩
碧
家
の
家
刻
本
と
は
果
た
し
て
こ
の
永
盛
十
年
刊
『
新

編
博
奇
漫
録
』
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
坊
刻
本
で
あ
る
『
奮
編
侍
奇
漫
録
』
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
繋
朝

朝
廷
と
鄭
氏
王
府
政
権
の
統
制
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
当
時
は
家
刻
本
の
上
梓
に
は
そ
れ
程
厳
し
い
国
語
の
遵

守
が
規
制
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
結
果
が
こ
こ
に
呈
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
冒
険
的
な
他
の
推
測
を
敢
え
て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
永
盛
八
年
刊
木
活
字
本
の

『
奮
編
侍
奇
漫
録
』
は
目
下
の
と
こ
ろ
ほ
ほ‘

本
邦
の
み
に
伝
わ
る
稀
観
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
国
で
発
見
き
れ
ぬ
事
情
に
つ
い
て
、
当
該
本
が
刊
行
の
後
、
発
禁
の
難
に
遭
っ
た
恐
れ

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
作
品
に
、
陳
朝
没
落
期
の
権
臣
、
胡
出
。
氏
を
酷
評
し

た
短
編
小
説
が
一
に
止
ま
ら
ず
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
詳
細
に
み
て
み
る
と
、
権
臣
鄭
氏
の
統
領
の
詳
を
避
け
そ
び
れ
た
と
思
わ
れ
る
杜

撰
な
印
刷
の
過
失
が
あ
っ
て
、
ー
上
事
実
避
詳
字
を
用
い
て
い
な
い
個
所
が
少
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
るl
l

文
字
通
り
鄭
氏
政
権
の
「
忌
詳
」

に
触
れ
た
に
相
違
な
い
と
い
う
指
摘
も
不
可
能
で
は
な
い
。

T 註

陳
垣
氏
撰
『
史
詩
挙
例
』
、
北
京
、
一
九
六
七
年
、

一
l

一
O
頁
。



(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

神
戸
大
学
中
国
文
学
研
究
室
、
一
九
九
二
）

(7
) 

(8
) 

平
山
久
雄
「
中
国
語
に
お
け
る
避
誇
改
詞
と
避
誰
改
音
」
（
「
未
名
』
第
叩
号
、
中
文
研
究
会
、

「
大
南
正
編
列
侍
』
「
二
集
」
巻
一
。

『
広
韻
』
に
よ
れ
ば
賓
は
「
紳
質
切
』
、
寒
は
「
常
職
切
」
。

川
本
邦
衛
「
『
寒
』
は
実
は
「
じ
つ
』
か
『
「
し
ょ
く
』
か
」
（
『
三
田
評
論
』
第
紡
号
、
慶
応
義
塾
、
一
九
八
三
）

二
十
七
字
は
そ
の
芳
に
「
短
己
を
含
む
七
字
、
「
泉
」
字
及
び
「
泉
」
を
芳
と
す
る
文
字
四
文
字
、
「
全
」
字
と
「
全
」
を
芳
と
す
る
文
字
計
二
字
、
「
容
」

字
及
び
こ
れ
を
芳
に
含
む
五
字
、
「
庸
」
字
と
「
庸
」
を
芳
に
含
む
計
四
文
字
、
「
婆
」
と
「
凶
変
」
を
芳
に
含
む
文
字
の
合
計
三
字
で
あ
る
。

七
字
は
「
宗
」
を
芳
と
す
る
「
椋
」
「
綜
」
な
ど
の
五
文
字
と
「
賓
」
字
。

「
旋
」
を
穿
に
「
玉
」
「
目
」
「
魚
」
を
偏
と
す
る
三
字
、
「
容
」
を
穿
に
「
衣
」
「
玉
」
「
車
」
「
金
」
「
木
」
を
偏
と
す
る
五
字
、
「
庸
」
を
芽
に

「
金
」
「
心
」
「
魚
」
「
邑
」
「
文
」
「
水
」
を
偏
と
す
る
六
字
。
「
泉
」
を
芳
と
し
「
魚
」
と
「
虫
」
を
偏
と
す
る
こ
字
、
「
宗
」
に
人
偏
を
付
し

た
文
字
二
子
と
「
全
」
字
。

Z
怒
り
5
3

。
一
切
さ
円
九
お
ど
認
さ
ミ
ミ
ミ
忌
ミ
室
、
を
M
Jミ
ミ
（
陳
朝
避
講
字
研
究
の
第
一
歩
）
〉
ま
な
ミ
ミ
ミN
H
S
B
S

（
『
漢
晴

研
究
」
）w
思
∞
a
l－
－H
E
Z
Z件
。
。
同
国ω
ロ

Z
。
5

・
国ω
Z
巳
・

清
水
政
明
「
ベ
ト
ナ
ム
漢
字
音
中
の
例
外
的
字
音
に
関
す
る
考
察
｜I
、
避
詩
音
の
残
存
に
つ
い
て
」
「
ス
タ
ジ
ア
ム
』
問
、
大
阪
外
国
語
大

学
大
学
院
研
究
室
、
一
九
九
一
、
は
こ
の
現
象
に
対
す
る
問
題
関
心
の
表
れ
で
あ
る
。

z
m
Z
3
D
U
E
F
出
。
ω

一
3
．
ぬ
さ
ぬ
き
色
町
同
司
特
色
骨
、

w
M
H災
民
向
ミ
ロ
片
足
。
ミhNミ
・
ω
。
ロ
任
命
吋
ロ
ロ
－
－

5
2
d
E
〈
め
『
包q
p

・

2
ω
L
S
吋
・

2
mロ
g

一
口
色
。
図
。
『
巴
ロ
m
w一
b
N．

n
足
。
お
お3．

N
h
s
hお
お
さ
詮g
l
h
Q
H
S
N
h
さ
・
口
3
・
E
O
込
山
門
・

』
・
円
、
．
吋
与
。
丘
一

P
．

q
S
S
3

．

N
h
s
h
s
s
m
R
S
l
h
h
N
R
S
N
h
H
F
ω
0
5
5
H

）2
0

・
Z
ω
∞
・

』
・
司
・
云
・
の
2
5
5

－
一
－
U
片
足
。
喝
さ
ミ
ミ
ヘ
曲
お
お
お
さ
凡
な

l

『
還
さ
リb
p
ω
巴
問
。P
H
∞
也
∞
・

z
mロ
ヨ
ロ
吋
包
g

口
一
弓h
き
お
ち

q
q
b
Q
N
hお
き
．
ミ

E
S
N
宮
司
N
F
S
忌

n
r
n
h
g
志
向
H
W同
由
吋
P
出ωz
a
－
－
怠
・

Z
問
。
U
5
4
F
。
一
n

－S
F
ミ

h片
足
－U
S

（
繋
朝
初
期
に
お
け
る
避
諒
字
）w
吋
S
n
p
m句
S
N

〈
。
さ
（
『
漢
噛
雑
誌
』
）
L
S
H
I－
－E
色
E
Z

。
町

田
m
s
z
。
B
W
国
m
Z
♀
・

張
秀
民
「
中
国
印
刷
術
的
発
明
及
其
影
響
』
、
一
九
五
六
、
北
京
、
一
五
六
頁
。

同
さ
や

ε
も
S

札
。
ミ
～
同
＆
可
。
h
s
h
v
p
や
』
お
お
お
さ
H
F
同
町
、
同
。
、NN
旬
、
六
回
申ω印
w
国
ω
Z
o
一
－
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日
）
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